
 

若狭湾サイクリングルート整備事業補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条 若狭湾サイクリングルート整備事業補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、この要綱に定めるほか、敦賀市補助金等交付規則（昭和５７年敦賀市規則第５号）

の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、素晴らしい景観と豊かな食に恵まれた嶺南地域の特徴を活かしてナ

ショナルサイクルルートの指定を目指すと共に、新たな観光コンテンツとしてサイクリン

グ環境を充実することにより、北陸新幹線福井・敦賀開業に伴う誘客の新たな柱の一つと

して国内外のサイクリストやファミリー層等の誘客を図ることを目的とする。 

 

（補助対象期間） 

第３条 補助の対象となる期間は、補助金の交付を受けようとする当該会計年度の期間とす

る。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、別表１に定める事業とする。 

 

（補助対象事業者） 

第５条 補助事業者は、敦賀市内に住所を置くサイクルツーリズムを推進する団体等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象としないも

のとする。  

（１）宗教活動または政治活動を行うことを目的に組織されている団体  

（２）暴力団または暴力団員等の統制下にある団体  

（３）規約、会則等が整備されていない団体 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な別表２に定める経費とする。 

 

（補助率および補助限度額） 

第７条 補助率および補助限度額は、別表３に定める額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、その端数を切

り捨てた額とする。 

 

（補助金交付申請） 

第８条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付し、補助金



交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（１）事業実施計画書 

（２）収支予算書 

（３）参考資料（施工計画書、イベント実施計画書等） 

（４）市税及び県税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書の写し 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第９条 前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、市及び県にてその内容

について精査し、交付すべきものと認められる場合においては、補助金等交付決定通知書

（様式第２号）を補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。 

 

（補助事業の変更等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、軽微な事項を除き、

補助金等交付変更承認申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の変更承認申請があったときは、市及び県にてその内容について精査し、承認すべ

きものと認められる場合においては、補助金等交付変更承認通知書（様式第４号）を補助

事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、第９条の規定により補助金等交付決定通知

をした後に請求により概算払をすることができる。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、第９条の規定に基づき交付決定を受けた事業が完了したときは、

次の各号に掲げる書類を添付し、補助事業実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）支出関係書類（領収書または請求書の写し等） 

（４）写真 

（５）参考資料（図面、参加者数などをまとめたイベントの結果報告書等） 

（６）補助金等交付決定通知書（及び補助金等交付変更承認通知書）の写し 

（７）その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により調査を行い、適合すると認めるときは、



交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書（様式第６号）により、補助事業者

に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査により適合しないと認めるときは、当該事業内容等に適合させるた

めの措置をとるべきことを補助事業者に命じることができる。 

３ 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、前条の規定に準ずる実績報告書を提出し

なければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１４条 前条の規定に基づき、額の確定を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けよう

とするときは、交付請求書（様式第７号）に補助金等交付決定通知書の写しを添えて、市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により適正な交付請求を受けたときは、３０日以内に補助金を補助

事業者へ交付するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取消し、期限を定めて補助事業者へ補助金の返還を求めることができ

る。 

（１）補助金の交付の条件に違反したとき。 

（２）虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったと 

き。 

（３）交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき。 

（４）補助事業により取得し、または効用の増加した財産を処分し、収入があったとき。 

（５）その他市長が特別の理由があると認めたとき 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

３ 前２項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消したときは、補助金等取

消し通知書（様式第８号）により補助事業者に通知し、返還を命ずるものとする。 

 

（補助事業の状況調査） 

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関

し報告を求め、又は関係職員に調査をさせることができる。 

 

（補助事業の経理） 

第１７条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、そ

の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計年度の終了後５年

間保存しておかなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産について、市



長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

または担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）で定められている耐用年数の期間を経過している場合は、この

限りでない。 

 

（その他） 

第１９条 この実施要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年７月４日から施行する。 



別表１（第４条関係） 

補助対象事業 

項目 補助対象事業 

受入環境整備 

（１）サイクリングイベント・サイクルツーリズムセミナー等の開催 

（２）サイクリスト受入に必要なゲートウェイ等の施設整備 

（３）レンタサイクル等の整備に係る経費 

その他 市長が必要と認める事業 

 

別表２（第６条関係） 

補助対象経費 

経費区分 科目 補助対象経費 

サイクリン

グルートの

受入環境整

備、情報発信

にかかる経

費 

報償費 
謝礼等（臨時的に雇用したアル

バイトの賃金を含む） 

需用費 消耗品費、印刷製本費 等 

役務費 
通信運搬費、広告料、手数料、

保険料 等 

委託料 委託料 

使用料および賃借料 会場使用料、機器賃借料 等 

備品購入費 
事業実施にあたり必要となる資機

材購入費 

工事請負費 

ゲートウェイ等の施設整備に

必要な工事費を対象とし、老朽

化改修や不要建築物の撤去等

に係る経費は対象外とする。 

その他、市長が必要と認める経費  

※補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限る。 

※補助金について消費税、地方消費税に相当する額は補助対象外とする。 

※補助対象事業「（１）サイクリングイベント・サイクルツーリズムセミナー等の開催」

において参加費を徴収する場合は、その参加費の合計額など収入を支出から減じた額

を補助対象経費とする。 

 

別表３（第７条関係） 

補助率・補助限度額 

補助率 補助限度額 

別表１記載  

補助対象事業の３分の２以内 

別表１記載

（１），（２） 
２００，０００円 

別表１記載（３） ４００，０００円 

 

 


